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１ はじめに 

伊達地区は、桑折町・国見町・伊達市（平成18年に旧伊達・保原・

梁川・霊山・月舘町の５町が合併）の１市２町で構成されている。平

成30年度現在小学校21校、中学校８校であるが、児童・生徒数の減少

に伴い学校の統廃合が進んでおり、今後さらに学校数が減っていくも

のと思われる。 

そのうち県費負担学校事務職員（以下 学校事務職員）が配置されているのが

26校（うち期限付職員５名）、学校事務職員未配置校（以下 未配置校）が３校

という実態である。経験年数31年以上・50代の学校事務職員の割合が高く、ここ

数年で半数近くが退職し世代交代が進んでいく。 

（１）伊達地区小中学校事務研究会（以下 伊達地区事務研）の組織 

          桑折・国見方部 
  

       方 部   伊達・保原方部 
    

（顧問）  会長  副会長      梁川・霊山・月舘方部 
     

        ※共同・連携実施のグループを兼ねる。 

※顧問は校長会より   専門部   研修部 
    

 

〇 研修部の組織 

研修部長  会長・副会長・県事務研研修企画委員・幹事 

研修副部長  各方部研究推進委員(８名) 

※研究推進委員には共同・連携実施のグループ長を含む。 

伊達地区事務研の組織は、平成29年度に旧梁川町の学校が統廃合により９校から４校に減ったこ

と、桑折町・国見町・旧梁川町も含め伊達地区内全校で学校事務の共同・連携実施（以下 共同・

連携実施）になったことから、４つの方部を整理し、学校事務の共同・連携実施グループ（以下 

共同・連携実施グループ）も兼ねた３方部とした。 

また、研修部は、伊達地区事務研の研修会に共同・連携実施の実践の一部を組み入れて進めるこ

とにしたため、研究推進委員には共同・連携実施グループのグループ長も入り、13名（研修副部長

は研究推進委員の中から部長が委嘱）で研修会の企画運営と研修の推進を担っている。 

 

（２）伊達地区事務研の活動と成果 

本事務研は平成22年度に「機能する学校事務の推進をめざして ～各学校における実践研究を推

進する地区事務研の取り組み～」のテーマで発表している。個人実践を中心とした取り組みにより

資質向上を図っており、実践の成果を地区内で共有し、各学校で生かしているという内容であった。

その中で会員同士のつながりの他、教職員の理解と協力を得ながら進めること、期限付職員や未配
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置校の支援等、共同・連携実施につながるような課題も挙げられていた。 

その後、さらに校内での教職員との連携や学校間の連携による機能する事務の推進をめざすため、

平成27年度より「機能する学校事務の推進をめざして～ともに関わりつなぎ事務力アップ～」をテ

ーマに掲げ研修を進めている。個人実践の形は今も踏襲されており、実践内容の具体例をまとめた

「ホップ･ステップ･ジャンプ」をもとに各会員がテーマを設定し、課題解決に向け実践的な改善を

進め、所属校での学校運営や事務の効率化を図っている。２月の「実践のまとめ」の作成や、内容

により地区内の学校へのＣＤ－Ｒ配付等での成果の共有が、事務の効率化につながっている。 

また、全体研修会は全会員が集まる数少ない研修の機会であることから、職務に直結する内容を

始め、学校事務職員としての意識や教養を高められるような講話や実技研修等を実施し、会員の資

質向上を図っている。事例紹介や情報交換も行い、実務的な課題解決につなげている。 

さらに、未配置校や新採用の学校事務職員が増えた場合に事務を円滑に進めるため、そして未来

へつなぐ資産とするため、伊達地区事務研等で作成した手引き等成果物の見直しを進めている。 

 

２ 研究テーマ設定の理由 

全国で進められている共同実施であるが、福島県では平成30年度に学校事務の共同・連携実施が全

面実施された。今まで県研究大会発表等で他地区の共同・連携実施の実践例が紹介されてきたが、伊

達地区でも学校の統廃合や大きな世代交代が進むことから、学校経営を支える学校事務をこれからも

機能的に推進していくため、共同・連携実施のあり方と可能性を探っていきたいと本テーマを設定し

た。 

また、共同・連携実施の目的である「『学校事務職員の組織力向上』『学校事務職員の資質・能力の

向上』『学校事務のシステム化』」による学校事務の効率化は、伊達地区事務研の目的・テーマとも重

なる。共同・連携実施の実践研究と伊達地区事務研の活動が合致することにより、学校事務職員間の

連携はもとより、校内の教職員や地教委、市町村ごとの事務職員連絡協議会等とのつながりが強まる。

そして、事務の共有化や標準化等が図られるとともに、会員の資質向上につながるのではないかと考

えた。 

 

３ 研究の概要 

伊達地区事務研の課題として今後の共同・連携実施のあり方を探るため、全体研修会の中で研究を

進めることにした。 

伊達地区事務研の研究推進委員のメンバーに共同・連携実施グループの各グループ長が入り、グル

ープごとの共同・連携実施の課題を探りながら、その解決に向け計画を立て実践を進めた。また、時

間的な負担軽減のため、グループごとの年間計画による実践の一部を伊達地区事務研の研修会の中に

取り入れ、研修部会を報告及び協議の機会とした。 

（１）アンケートの実施 

① 会員向けアンケートによる共同・連携実施に対する意識調査 

・実践してみてのメリット・デメリット 

・共同・連携実施でできること、効率化できる業務 

・学校事務職員の役割と共同・連携実施のあり方 他 

② 管理職向けアンケートによる共同・連携実施に対する評価と期待することについての調査 

・現在までの共同・連携実施に対する評価 

・管理職が望む共同・連携実施のあり方と学校事務職員の役割 他 
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（２）｢つなぐ」ことへのアプローチについて検討 

テーマに迫るため校内での連携(教職員との連携)と、共同・連携実施(学校事務職員間・学校間)

の視点から、どのようなアプローチができるか意見を出し合った。これまでに実践してきたことも

多く含まれていたが、その意味や重要性、目的を再認識するとともに、さらに前進させるための方

策について検討した。 

 

４ 学校を取り巻く環境 

（１）行政情報システム環境と執務環境 

伊達地区の小学校では平成23年度以降新築された２校に、中学校では昭和61年度以降新築された

学校に事務室が設置されている。伊達地区全体での事務室設置率は約４分の１で、職員室で事務を

執っている学校事務職員がほとんどである。 

また、市・町費負担学校事務員及び学校事務補助員等は、桑折町内全校と伊達市内の規模の大き

い学校に配置されている。短時間勤務ではあるが地区内の約２分の１の学校に配置されている。 

事務処理用ＰＣは全校に配置されており、そのうち約８割の学校で、市町の行政ネットワークに

接続している行政・財務系と、ふくしま教育クラウドサービス（以下 ＦＣＳ）に接続している教

育系の２台のＰＣが、事務処理用に配置されているという恵まれた環境にある。 

インターネット接続はもちろん、メール送受信もできる状態にあり、ほとんどの学校事務職員が

ＦＣＳの学校代表宛のメールを毎日閲覧している。そのため、７割弱の学校がＦＣＳ学校代表アド

レスで、３割強の学校がＦＣＳ個人アドレスや行政の学校代表アドレスで教育事務所とメールのや

りとりをしている。また、校内の教員ネットワークにも接続されている教育系ＰＣを事務処理に使

用している学校が約９割を占めるため、教員とのファイル共有が容易にできる環境にある。 

 

（２）人的ネットワーク 

伊達地区内には、伊達地区事務研の他、伊達市学校事務職員連絡協議会と桑折町学校事務部会、

国見町教育研究会事務部会（※国見町は共同・連携実施グループの町単位の活動で兼ねる）があ

るため、市町単位での学校事務職員同士のつながりが密である。また、地区内の約８割の学校事

務職員がＦＣＳ個人アカウントを取得し使用しており容易に個人メールの送受信ができること、

学校事務職員が作成したソフトを提供し合い、使い方や分からないところを聞いたり教えたりし

ていること、経験31年以上の同世代の学校事務職員が多く個人的にもつながりは密であることか

ら、職務上で分からないことは他校の学校事務職員に聞きやすい環境である。 

しかし、少しずつ世代交代が始まってきているため、新たに伊達地区事務研の会員となった若

い学校事務職員とのネットワークがより必要になってきている。 

校内を見た場合には、職務内容から校長や教頭とのつながりはあるが、教員とのつながりは校

長・教頭に比べると薄いようである。 

地教委との場合を見てみると、職務上の疑問点の内容により地教委に聞く学校事務職員は多い。

疑問点について関係部署に直接問い合わせることでより具体的なやりとりをすることができ、正

確な回答を短時間で得るためであり、つながりが密であるということとは異なると思われる。し

かし、市と町を比べた場合、学校数の少ない町の方が地教委職員と直接話し合いができ連携して

事務改善等を進めやすいことから、つながりが密であると言える。 

保護者や地域住民との場合では、スクールコミュニティ等により地域と学校をコーディネート

する人材がいる学校を除けば、学校の窓口として受付で直接または電話で接する機会が多い。 
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５ 今までの学校事務職員を振り返る 

これまで私たちが、学校においてどのような執務環境にあって、どのように仕事と向き合ってきた

かということについて振り返り、課題を探ってみた。 

◯ 学校事務職員は日々の実務と研修によりさまざまな事例への対処法等を身につけている。しか

し、それぞれが積み上げてきた経験が一律ではないことや、仕事や研修等に対する積極性により、

個人の力量差が生じてしまうという現状がある。 

◯ 経験豊富な学校事務職員の大量退職が数年後に迫り、積み上げてきた経験を次の世代につなげ

られなくなってしまうのではないかという心配がある。 

◯ ほとんどの学校は学校事務職員が単数配置で一人職のため、複雑多岐にわたる業務を一人で背

負っている。職務上の悩み等は職種が違うため教員に相談しにくい場合も多い。 

◯ 多種多様な職種で学校組織が構成されるようになってきている。組織の中で少人数の職種が孤

立することなく、立場の異なる多様な人材がそれぞれの専門性を生かして能力を発揮できる環境

が理想だが、教職員の意識改革が難しい。 

◯ 学校運営に参画する上で、子どもの教育を共に担っていくチームの一員であるという意識を持

つことが学校事務職員にも求められるが、意識を変えるのが難しい。 

 

６ 学校事務の共同・連携実施のこれまで 

（１）教育を取り巻く社会の変化 

以前から伊達地区の小中学校管理規則においては、「主事：上司の命を受け、学校の事務をつかさ

どる。副主査：上司の命を受け、高度な学校の事務をつかさどる。主査：上司の命を受け、学校の

事務を処理する。主任主査：上司の命を受け、学校の事務を掌理する。」となっており、職務の重要

性を認識していたところである。そのような中、平成29年４月に学校教育法が一部改正され、学校

事務職員の職務規程が「事務に従事する」から「事務をつかさどる」となった。この改正により、

学校事務職員は制度上、単に事務業務を処理するだけでなく、一定の責任を持ち、より主体的に行

うこととなった。また、学校教育法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正があり、

学校事務職員が主体的に校務運営に参画するための職務規程の見直しや学校の事務を共同処理する

「共同学校事務室」の設置について制度化された。 

 

（２）学校事務の共同・連携実施導入の経緯 

平成24年度に県教育庁義務教育課は、「学校事務の共同・連携実施」に向けての準備期に入った。 

また、県公立小中学校事務研究会夏期研修会においては「学校事務連携モデル」案の発表が研究

推進委員会課題Ⅱグループよりあった。 

平成25年度学校事務の共同・連携実施に係る実践研究実施要項によると、実施の目的を市町村立

学校に勤務する学校事務職員が共同で複数校の事務・業務を実施することにより、学校事務の効率

化と教員の事務負担軽減を図り、学校教育の充実を目指すとしている。 

◯ 事務機能の強化及び事務処理体制の確立によって、学校事務の適正かつ円滑な執行を図り、

学校事務職員の組織力を向上させる。 

◯ 学校事務のシステム化を図り、効果的・効率的な学校事務の処理を図る。 

◯ 学校事務職員の研修の支援を通して資質・能力の向上を図る。 

◯ 学校事務職員が学校経営全般に係る支援を行い、教員が子どもと向き合う時間を確保する。 

平成25年度義務教育課の第１期実践研究期には県内に14の学校事務の共同・連携実施グループが

指定された。平成26年度には伊達地区最初の共同・連携実施グループとして霊山・月舘共同・連携

実施グループが、平成27年度には伊達・保原共同・連携実施グループが指定され、県内では49グル
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ープとなった。 

第２期実践研究期の平成28年度は県内で11の共同・連携実施グループが増えて60グループとなっ

た。平成29年度には霊山・月舘共同・連携実施グループに梁川が加わり梁川・霊山・月舘共同・連

携実施グループとなり、新たに桑折・国見共同・連携実施グループが指定され、伊達地区内のすべ

ての学校が共同・連携実施校となり、県内では71の共同・連携実施グループとなった。 

 

（３）伊達地区の共同・連携実施グループの実践内容 

① 梁川・霊山・月舘共同・連携実施グループ ※梁川は平成29年度より 

 構 成 実 践 内 容 成 果 と 課 題 

H26 

初

年 

霊山・月舘 

（基幹校：霊山中） 

主任主査    １ 

主査      ５ 

主事（期限付） １ 

未配置校教頭  １ 

※市教委担当者より、事務職員未配置校の支

援要請あり 

ねらい「事務職員未配置校の支援」 

「事務機能の強化」 

「情報共有化と情報交換」 

 

①事務職員未配置校の支援 

ア．学校訪問による直接支援 

旅費関係・給与関係・年末調整等事務

（グループ長が３回実施） 

イ.「未配置校事務の手引き」の作成 

  （グループ員） 

ウ．市予算編成に係る研修 

校内での要望集約及びデータの入力方

法等（講師：グループ員） 

 

②事務機能の強化 

県会計に係る事例研修 

「扶養親族・被扶養者に係ること」「単身

赴任手当」「再任用職員に係ること」等 

 

③情報発信 

教職員との情報共有のための事務だより

発行（年３回。グループ内で分担し作成、

教職員へ配付） 

№１共済組合・互助会からのお知らせ 

№２扶養親族について 

  被扶養者について 

№３給与改定について 

  確定申告について 

 

 

 

 

 

 

●他校の個人情報にかか

わること（特に関係帳

簿の持出し）は難し

く、責任の所在を明確

にする必要がある。 

 

 

 

 

 

○情報交換することで他

校の取組みを知り、そ

れぞれの問題解決に役

立った。 

 

○情報をわかりやすく正

確に伝えるための研修

の機会となり、教職員

との情報共有ができ

た。 

●学校不在が多くなるこ

とは学校事務職員や、

規模によっては教員の

負担も増え旅費の面で

も心配である。会議の

回数や開催日・他団体

との連携も考える必要
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がある。 

●主任主査が異動と同時

にグループ長としてス

タートするのは負担が

大きかった。 

H27 

２

年

次 

霊山・月舘 

（基幹校：霊山中） 

主任主査    １ 

主査      ３ 

主事（期限付） ３ 

（うち未経験 １） 

未配置校教頭  １ 

ねらい「事務職員未配置校・初任者の支援」 

「『未配置校事務の手引き』の改訂」 

「情報発信」 

 

①事務職員未配置校・初任者の支援 

年度始めの事務支援、給与事務指導会に

向けた県会計諸表簿の確認、年末調整関係

書類の確認（正規職員４名で分担し、該当

校に年３回支援訪問） 

 

 

②「未配置校事務の手引き」の改訂 

諸手当やチェックポイント・異動関係書

類について確認・話し合い、内容の充実を

図った。 

 

③情報発信 

事務だより発行（年３回。グループ員で

順番に作成し、全員で内容確認後、教職員

へ配付） 

№１給与改定について 

№２共済組合・互助会からのお知らせ 

№３マイナンバーについて 

  異動に係る事務について 

 

 

 

 

○さまざまな事例につい

て理解を深め、情報を

共有することで、悩み

や疑問も気軽に電話で

相談できるようにな

り、初任者への支援に

つながった。 

○「未配置校事務の手引

き」を活用することに

より初任者だけでな

く、経験者にとっても

事務の効率化につなが

った。 

●未配置校の支援は期待

も大きく、必要性も感

じているので、実践の

中心にしたい。支援す

る側の負担が大きくな

るので、グループ員の

連携を密にし、会議の

持ち方を工夫する等、

無理のない計画で進め

たい。 

○支部事務研研修会の中

でグループ会議を持

ち、学校を空ける負担

が軽減された。 

H28 

３

年

次 

霊山・月舘 

（基幹校：霊山中） 

主任主査    １ 

主査      ２ 

主事（期限付） ３ 

未配置校教頭  ２ 

ねらい「事務職員未配置校の支援」 

「事務職員の資質向上」 

 

①事務職員未配置校の支援 

年度始めの事務支援、給与事務指導会に

向けた県会計諸表簿の確認、年末調整関係

 

 

 

○県会計表簿確認の際は

全員で行ったので早期

に誤りに気づき、疑問
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書類の確認（未配置校支援の担当者を決

め、支援訪問） 

 

 

②「未配置校事務の手引き」の見直し 

分担して内容を確認し､改訂へ向け見直

しをした。 

 

 

 

③県会計に関する事例研修 

県会計・旅費についてグループ員が順番

に自分が扱った事例について紹介した。 

 

④情報発信 

事務だより発行（年２回。グループ内の

教職員へ配付） 

№１標準報酬月額について 他 

№２給与改定について 他 

点を協議しながら進め

ることができ、学校事

務職員の研修にもつな

がった。 

●未配置校の教頭は手引

きを開く時間的な余裕

がないため、その活用

が進まない。初任者に

とっても用語が難解で

あまり活用が図られな

かった。 

○経験年数に限らず、交

代で講師になることで

勉強になり、資質向上

につながった。 

●支部事務研との連携に

より出張回数の負担減

にはなったが、時間や

内容に制約が出た。 

H29 

４

年

次 

梁川・霊山・月舘 

（基幹校：霊山中） 

主任主査（新任）１ 

主査      ４ 

主事      １ 

主事（期限付） ３ 

未配置校教頭  ３ 

ねらい「事務職員未配置校及び大規模校の支

援」 

「事務職員の資質向上」 

 

①事務職員未配置校・大規模校の支援 

ア．年度当初の諸手当認定・年末調整関係

書類の確認・年度末の諸手当確認（未配

置校支援の担当者を決め、支援訪問） 

イ．給与事務指導会に向けた県会計諸表簿

の確認（未配置校３校を各６名で訪問

し、点検確認） 

ウ．大規模校支援（大規模校２校で相互支

援により確認） 

 

②「未配置校事務の手引き」の見直し 

活用しやすい「手引き」にするため、内

容を吟味し分担して確認を行った。 

年度末に改訂版を各校へ配付 

 

③県会計事例研修 

「単身赴任手当」、「管外異動時の児童手

当手続き」等について、グループ員が講師

となり事例を研修し、スキルアップを図っ

 

 

 

 

○事務処理について再確

認する機会となり、資

質向上につながった。 

また、グループ員の連

携が密になった。 

●定期的な日々の実務の

支援も必要であると考

える。 

 

 

●未配置校の教頭先生が

活用しやすいように検

討の必要がある。 
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た。 

 

④「伊達市財務事務の手引き」等の改訂 

（市学校事務職員連絡協議会の中で） 

市の財務関係に変更点があったため、伊

達・保原グループと分担し、財務事務の手

引きの見直しをした。「伊達市取引業者一

覧」の見直しを､グループ員で分担して進

めた。 

 

 

⑤情報発信 

共同・連携への理解を得るため事務だよ

り発行（年２回。グループ内の教職員へ配

付） 

№１共同・連携（計画）について 

  休暇等について 

№２共同・連携（実践内容）について 

  異動の際の留意点について 

 

 

○学校事務職員対象の他

の研修会にも共同・連

携の活動を入れること

により、学校を空ける

負担を増やすことなく

進められた。 

●会議の時期や回数を検

討し、ＰＣ等を利用し

ての活動も考えていく

必要がある。 

●グループ長が新任だっ

たため、年度当初の支

援の在り方について検

討していく必要があ

る。グループ員と連携

して担当者を決め、的

確な支援を行えるよう

計画したい。 

 

○未配置校等への支援 （イメージ図） 

 

該当校長へ支援依頼と支援内容の説明

報告

・支援の日程調整、決定
・支援実施通知作成、送付

Ａ校 Ｂ校 Ｃ校 Ｄ校 Ａ校 Ｂ校 Ｃ校 Ｄ校

Ｅ校 Ｆ校

支援対象校

未配置校 未配置校 新任校 新任校

随時支援（通年） ７月県会計帳簿整理状況確認

未配置校 未配置校

支援担当校（主に近隣校） 支援対象校以外の全校 ３月諸手当支給状況確認

年度始めに支援対象校に対し
１校ずつ支援担当校を決定

グループ内で日程調整し、
複数校で支援を実施

新任校 新任校

10月年末調整事務確認

研修も兼ね、新任校も未配置校への支援
に参加

運営委員長

グループ長

支援依頼

問合せ等（電話・訪問等）
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○未配置校等への主な支援内容 

月 内   容 

４月 電話による支援確認・異動に係る諸手当処理確認 

７月 給与等事務指導会に備えた諸表簿確認 

10月 年末調整事務支援 

２月 諸手当支給確認状況確認・校内会計決算に向けた支援 

３月 異動に係る事務支援 

 

② 伊達・保原共同・連携実施グループ 

 構 成 実 践 内 容 成 果 と 課 題 

H27 

初

年 

（基幹校：大田小） 

主任主査    １ 

主査      ８ 

主事      １ 

ねらい「情報を共有し事務の省力化を図る」 

 

①収受文書の件名データ配信 

グループ長が文書収受し、グループ員に

メール配信 

 

②教材消耗品の共同購入 

各校の購入予定教材消耗品をまとめ、一

括業者見積・発注 

 

 

 

③連携校間の情報共有 

ア．学校徴収金・旅費資料作成・備品等活

用・会計事務指導に係る情報共有 

イ．特殊事例等の情報共有 

ウ．福利関係の事例・改正内容研修 

エ．人事異動に係る事務処理の確認 

 

 

○各自が文書入力する手

間を省き、事務処理の

省略化が図られた。 

 

○事務負担の軽減と予算

の有効活用につながっ

た。 

●共同購入は納品時期が

課題であり、早めの取

り組みが必要である。 

○現状把握や事務改善に

役立った。 

●情報発信の必要性か

ら、広報活動も取り入

れていきたい。 

●連携校が多いため、学

校規模や小中学校の違

いなどにより同一歩調

を取る難しさがあっ

た。 

H28 

２

年

次 

（基幹校：大田小） 

主任主査    １ 

主査      ８ 

主事      １ 

ねらい「情報を共有し事務の省力化を図る」 

 

①教材消耗品の共同購入 

各校の購入予定教材消耗品をまとめ、一

括業者見積・発注 

 

 

 

 

 

 

○事務の省力化・予算の

有効活用につながっ

た。 

●教材の共同購入は各校

の事情により参加校が

少なく要検討。 

 

日常的に電話等で、

気軽に相談に応じる

体制を構築 
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②旅費負担区分データ配信 

県費の別途旅費が増えてきたため、月末

に旅費支払い区分データのメール配信と確

認 

 

③事務だよりの発行 

共同・連携実施計画や進捗状況及び県会

計や福利関係の最新情報を掲載し発行、周

知し理解を図った。（年３回。グループ内

の教職員へ配付） 

 

④連携校間の情報共有 

ア．学校徴収金・旅費資料作成・備品等活

用・会計事務指導に係る情報共有 

イ．特殊事例等の情報共有 

ウ．福利関係の事例・改正内容研修 

エ．人事異動に係る事務処理の確認 

○旅費の的確な処理に役

立った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○直近の改正等について

有効なＯＪＴの場とな

り、的確な事務処理へ

とつながった。 

●連携校が多いため、学

校規模や小中学校の違

いなどにより同一歩調

を取る難しさがあっ

た。 

H29 

３

年

次 

（基幹校：大田小） 

主任主査（新任）１ 

主査      ７ 

主事      ２ 

ねらい「情報を共有し事務の省力化を図る」 

   「伊達市に初勤務となった事務職員を

フォローする」 

   「連携校の教職員に学校事務の共同・

連携実施への理解を深める」 

 

①「伊達市財務事務の手引き」等の改訂 

（市学校事務職員連絡協議会の中で） 

市の財務関係に変更点があったため梁

川・霊山・月舘グループと分担し、財務事

務の手引きの「財務パソコンマニュアル」

部分の見直しを、グループ員で分担して進

めた。 

 

②旅費負担区分データ配信 

市のＣ４ｔｈ（教職員用グループウェ

ア）にフォルダを作成し、フォルダ内のデ

ータを毎月更新し、更新情報をグループ員

へメールで知らせた。 

 

③事務だよりの発行 

共同・連携実施計画や進捗状況及び県会

 

 

 

 

 

 

●次年度は手引き改訂の

最終確認とフローチャ

ートの作成を予定 

 

 

 

 

 

○旅費データを共有する

ことにより、事務の省

力化と正確な事務処理

が図られた。 

 

 

○教員の共同・連携実施

への関心が高まった。 
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計や福利関係の最新情報を掲載し発行、周

知し理解を図った。 

基幹校の校長や市教委担当者へ寄稿依頼

をした。 

（年２回。グループ内の教職員へ配付） 

 

④中学校間の連携 

中学校３校間で、中学校独自の業務（補

助金交付等）について、事務処理改善の情

報交換、統一様式の共有等を図った。（グ

ループ員の自主的な連絡により実施） 

 

⑤伊達市に初勤務となった事務職員の支援 

グループ員が年度当初の市の事務処理に

ついて自主的に支援し、その後も継続的に

実施した。（グループ長が異動で支援困難

だったため） 

 

⑥連携校間の情報共有 

グループ員からの情報や資料を共有し、

それらのデータをＣ４ｔｈのフォルダにア

ップロードして連携校で共有した。 

グループ員が気づいたことを市教委に確

認し、自主的にグループ員全員に情報提供

した。併せて、市教委からも市内各校へ通

知文が出された。 

 

 

 

 

 

 

○他グループの中学校へ

も情報提供することに

より、事務の省力化と

正確化が図られた。 

 

 

○転入職員の不安を軽減

し、事務処理の正確化

が図られた。 

 

 

 

○話し合いでは、事務改

善につながる内容も多

く、資質向上や事務処

理の正確化・効率化が

図られた。 

●連携校が多いため、学

校規模や小中学校の違

いなどにより同一歩調

を取る難しさがあっ

た。 

●連携の時間確保が難し

いため、メールでのや

りとりを増やす。 

 

③ 桑折・国見共同・連携実施グループ 

 構 成 実 践 内 容 成 果 と 課 題 

H29 

初

年 

（基幹校：醸芳中） 

主任主査（新任）１ 

主査      ５ 

主事      １ 

ねらい「事務職員の資質向上」 

   「事務の効率化を図る」 

 

①旅費情報の配信 

二重払いや研修旅費の把握のため、サイ

ボウズＬｉｖｅ（無料グループウェアサイ

ト）を利用した旅費情報の配信 

 

 

 

 

○配信は共有フォルダ利

用のため、気がついた

人が入力することで負

担感がなく、旅費情報

を確認できた。 
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②諸表簿点検確認、教職員への配付文書検討 

ア．事務指導会に向けた諸表簿の点検確認

及び指導会後の結果報告 

イ．教職員への配付文書の検討（扶養親族

収入状況調査、被扶養者資格確認、年末

調整） 

 

③事例研修・情報交換 

小規模校が多く、たくさんの事例に接す

る機会が少ないため、事例を出し合い情報

交換をした。 

 

④町ごとの研修 

町をまたいでのグループのため、それぞ

れに備品や会計の研修も必要なので、グル

ープの会議後に町事務部会の会議を設ける

等、会議の持ち方を工夫し学校を空ける回

数を減らした。 

桑折町－町会計事務の手引き改訂版検討 

国見町－学校物品管理事務の手引検討 

○各校での適正な事務処

理につなげることがで

きた。 

●配付文書の雛形ができ

ていれば、事務の効率

化につなげられる。 

 

○一人職への不安を軽減

できた。 

 

 

 

●町ごとの研修もあるた

め、会議の持ち方や時

期、回数の工夫により

連携の強みとなるので

はないか。 

●町教委や教員との連携

を考えて、グループで

の研修内容を発信する

ことも必要である。 
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７ これからの共同・連携実施と向き合うにあたって 

（１）共同・連携実施に対する伊達地区事務研会員の意識 

会員に対して「共同・連携実施」について平成29年11月にアンケート調査を行った。 

（回収率96％） 

Ｑ 共同・連携実施のメリットは何だと思いますか。（複数回答可） 

○ 学校事務職員経験年数 ・16年以上 18名（16～30年６名、31年以上12名） 

 ・15年以下 ７名（期限付４名、５年未満１名、５～15年２名） 

 

○ メリットと思う具体的内容 

項  目 内   容 

学校事務職員の資質

向上 

・具体的な事例研修を行うことで資質向上を図ることができる 

・未経験の事例を研修することによって、実務研修ができる 

・経験の浅い学校事務職員を支援することにより将来のリーダー育成に

つながる 

事務処理の適正化・

正確性 

・些細な疑問でも気兼ねなく確認することができる 

・事務処理上のミスを防ぐことができる 

・誤りの事例の伝達と早期発見により同様の誤り回避と防止が図られる 

事務処理の効率性 ・さらに効率的な事務処理の方法に気づくことができる 

事務処理システム化 

・同一作業の事務処理の統一や共有により正確な事務処理ができる 

・同一の諸様式やデータファイルを使用することにより学校間で整合性

のある事務処理ができる 

教員等の事務負担軽

減 

・未配置校の支援により不適切な事務処理の改善が図られる 

・「未配置校事務の手引き」作成・活用による時間短縮、負担軽減がで

きる 

組織力の向上 ・一人職の不安が他校との連携により情報交換ができ、解消できる 

学校経営参画の実務

研修 

・専門的知識の習得による専門的なスキルアップ、学校事務職員の資質

向上が図られ、管理職や教員への支援が一層適切に行うことができる 

事務処理の迅速性 ・事務処理をスムーズに行うことができる（悩む時間の短縮） 

0% 25% 50% 75% 100%

事務職員の資質向上

事務処理の適正化

事務処理の正確性

学校事務の安定性

事務処理の効率性

学校事務部門の強化

事務処理システム化

教員等の事務負担軽減

学校事務の安全性

組織力の向上

学校経営参画の実務研修

事務処理の迅速性

学校運営組織の改善

16年以上

15年以下

経験年数
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経験年数にかかわらず期待する項目はほぼ一致しているが、学校事務職員の資質向上・事務処理

の正確性・学校事務の安全性については、より経験の浅い学校事務職員が求めていることが分かっ

た。 

また、具体的な内容からは、年代も経験年数も様々な学校事務職員が日々の業務で携わった経験

を共同・連携の場で情報交換することにより、事務処理の適正化や正確性が図られ、個人の資質が

向上し、それが教職員への支援にもつながるという効果を期待している学校事務職員が多いことが

分かった。 

 

Ｑ 共同・連携実施で気がかりなこと、不安に思うことは何ですか。 

 

項  目 内   容 

学校事務職員の不在 

・職員が不在となる時間帯の電話や来客対応、業者への支払いなどを学

校事務職員以外の職員が分担することについて理解、協力を得なけれ

ばならない 

グループ長の負担 ・グループ長に負担が集中してしまい多忙化に拍車がかかる懸念がある 

旅費の確保 ・会議に伴う旅費負担が増加する 

個人情報の流失 
・学校外に個人情報を持ち出すことへの不安と事例当事者の理解が不可

欠 

会議開催による事務量や旅費の増加といった実質的な問題に負担感を感じており、加えて他職員

への配慮や個人情報の取り扱いについての不安といった心理的な負担感もある。特に計画やまとめ、

実践のための段取り等でグループ長の負担が大きくなってしまうことについてはグループ員も懸念

していることが伺える。 

 

（２）共同・連携実施に対する伊達地区管理職の評価と期待 

県教委が提示している「共同・連携実施」について管理職を対象に調査を行った。 

（平成29年11月実施 回収率84％） 

Ｑ 共同・連携実施の４つの目的について、現時点でどの程度達成されていると思いますか。 

 

【考察】 

約半数の管理職が「学校事務職員の組織力が向上している」と認識していることが分か

った。 

 

⑤
2

⑤
5

④
11

④
7

③
9

③
6

②
3

②
3

無回答

わからない

3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

校長

教頭

目的１ 事務機能の強化及び事務処理体制の確立によって､学校事務の

適正かつ円滑な執行を図り､学校事務職員の組織力を向上させる。

⑤達成されている ④まあまあ達成されている ③ふつう ②あまり達成されていない ①達成されていない
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【考察】 

半数近い管理職が学校事務のシステム化が図られ効率的に進められていると評価してい

る反面、「ふつう」との回答数が多いことからまだ不十分であると感じている管理職も多い

と考えられる。 

 

【考察】 

半数を超える管理職が学校事務職員の資質・能力の向上が図られていると評価している

ことが分かった。 

 

【考察】 

校長は20％弱、教頭は約50％が子どもと向き合う時間が確保されているととらえてお

り、認識のずれがあった。学校経営に欠かせない存在として、教員が子どもと向き合う時

間を確保するための学校事務職員の役割について共通理解を図る必要があると考える。 
 

⑤
2

⑤
4

④
2

④
7

③
12

③
7

②
8

②
3

①
1

①
1

無回答

わからない

2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

校長

教頭

目的４ 学校事務職員が学校経営全般に係る支援を行い、教員が子ども

と向き合う時間を確保する。

⑤達成されている ④まあまあ達成されている ③ふつう ②あまり達成されていない ①達成されていない

⑤
3

④
10

④
8

③
13

③
9

②
2

②
2

無回答

わからない

2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

校長

教頭

目的２ 学校事務のシステム化を図り､効果的・効率的な学校事務の処理

を図る。

⑤達成されている ④まあまあ達成されている ③ふつう ②あまり達成されていない ①達成されていない

⑤
2

⑤
3

④
12

④
13

③
10

③
5

②
1

無回答

わからない

3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

校長

教頭

目的３ 学校事務職員の研修や支援を通して資質・能力の向上を図る。

⑤達成されている ④まあまあ達成されている ③ふつう ②あまり達成されていない ①達成されていない
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Ｑ 共同・連携実施に期待することは何ですか。（複数回答可） 

校長・教頭とも「事務処理の効率性」「教員等の事務負担軽減」に対する期待が大きく、特に校長

は「事務処理の効率性」、教頭は「教員等の事務負担軽減」への期待度が高いことが分かった。 

また、「事務職員の資質向上」については校長と教頭で期待度に大きな違いがあることが分かった。

目的３において半数以上の校長・教頭が達成されていると評価しているが、校長はなお一層の資質

向上を期待していることが推測される。他にも数は少ないが期待度に差がある項目として、「学校経

営参画の実務研修」｢学校事務部門の強化｣｢学校運営組織の改善｣が挙げられる。目的１の結果と考

え合わせると学校事務職員の組織力は向上しているととらえているが、校内における事務組織につ

いてはさらに向上することが期待されていると考えられる。 

 

Ｑ 共同・連携実施により、学校事務が効率化されると思う業務はどれですか。（複数回答可） 

校長・教頭ともに全般的な事務運営が効率化されることを期待していることが分かった。 

その他としては、実務研修・任免服務・情報発信・教育課程経営等の回答があった。 

21

17

17

15

15

11

8

6

6

6

1

17

19

7

14

12

12

4

7

5

2

4

0 5 10 15 20 25

事務処理の効率性

教員等の事務負担軽減

事務職員の資質向上

事務処理の適正化

学校事務の安定性

事務処理のシステム化

学校経営参画の実務研修

学校事務の安全性

組織力向上

学校事務部門の強化

学校運営組織の改善

（人）

校長

教頭

18

15

15

12

12

11

9

5

5

5

5

4

12

12

10

9

11

7

7

9

6

6

5

4

7

9

0 5 10 15 20

事務運営

文書管理

学校間連携

給与・旅費

市町村会計

物品管理

情報管理

福利厚生

学校徴収金

就学援助

施設設備管理

情報収集・活用

その他

（人）

校長

教頭
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管理職向けアンケートの結果を全体的に見てみると、共同・連携実施を行うことによって、学校

事務職員の組織力が高まり、相互支援を行いやすい環境が整い、学校事務職員個々の資質・能力の

向上につながっていると、一定の評価がされている。 

また、「教員が子どもと向き合う時間の確保」については、向き合う時間が増えたと思う具体例と

して、教員の会計事務の負担が減った、連携によるアドバイスで事務処理の時間が短縮された等が

挙げられている。一方、向き合う時間が増えたと思わない理由として、教員の業務が多様で共同・

連携実施のシステムだけでは難しい、始まったばかりのため成果の実感が得られていないとの回答

があった。このことから、共同・連携実施により事務処理の効率化・適正化・システム化をより一

層進めていくことで、少しでも達成に近づけるのではないかと考えられる。 

 

８ 見えてきた私たちの共同・連携実施 

（１）学校事務職員だからこその視点と存在意義 

学校事務職員は地教委とのつながりから行政的視点で事務を進めるとともに、学校現場にあって

教育的視点で教育目標の具現化に向け学校運営にかかわっていかなければならない。同時に私たち

学校事務職員は常に学校に勤務していることから、教職員や児童生徒の動向・考え、保護者の思い

や地域とのつながり等を把握できる立場にある。それらを総合的・俯瞰的にとらえられる視点と、

小さなことにも気づいて配慮でき、関連する事務に的確につなげられるような視点を持ち合わせて

いたいと思う。それによって、新たな問題点や改善策が見えてくるものと思われる。 

また、学校事務職員の存在意義として財務及び事務統括者そして学校の窓口業務が挙げられる

が、そのことに関しては管理職と学校事務職員で共通の認識を持っている。財務統括者としては学

校のあらゆる会計を総括し適正に処理するという責任、事務統括者としては学校の事務全体を見て

円滑に処理がなされるような情報提供とシステム作りを進める責任、窓口業務では必要な情報を的

確に把握し対応する責任を果たすため、より専門職としての能力が求められている。学校事務職員

だからこそ持ち得る視点を生かし、その役割を十分果たしていくことが大切である。 

 

（２）学校は組織 ＝ 目標は同じ、教員との協働 

学校事務職員は学校の組織の一員として、教育目標の具現化に向け教員と協力し学校運営やカリ

キュラム作成にかかわる事務を行っていくことが大切である。教員の事務の効率化を図るため学級

会計などで伊達地区事務研や県事務研が作成したソフトを活用したり、効果的な予算執行のため情

報を交換したりすれば教員との連携が良い結果を生むと考えられる。 

また、学校事務職員は文書収受、電話や来校者対応等、学校の窓口となる場合が多いことから、

多くの情報が集まってくる。集まった情報を整理し必要に応じ提供すること、情報を基に的確なア

ドバイスをすること、先を見通して将来的に必要と思われる情報を取捨選択しながら収集し活用で

きるようにすることが重要である。このように、学校事務職員が校内におけるネットワークのハブ

的な役割を果たし、教員と情報を共有することは、学校運営を円滑に進める上で大きな意味がある

と考える。 

 

（３）共同・連携実施、集まった方がいい？集まらなくてもいい？ ＝ 両方大事 

共同・連携実施の実践は事務処理の適正化や正確性の向上など、学校事務職員の資質向上につな

がっている。また、共同・連携実施グループは伊達地区事務研より少人数のため、経験の浅い学校

事務職員が疑問や悩みを相談しやすく、解決する場となっていることは大きなメリットである。 

反面、学校事務職員が出張で不在になると、その他の職員が電話や来客等の対応をするようにな

り、職員の負担となる。また、自分自身の業務も滞るため、共同・連携実施のための出張回数削減
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の工夫が求められる。例えば、会議によらない内容のものは、メールやグループウエアを活用すれ

ば学校を不在にする時間を減らすことができる。また、記録として残るため、後日内容の確認も可

能である。 

集まる・集まらないにかかわらず、学校事務職員同士の連携が生まれ助け合いや情報の交換が行

われており、学校事務職員の連携を深める組織として今後より一層重要となる。 

 

（４）共同・連携実施は「ツール」と考える 

伊達地区事務研がめざす「ともに関わりつなぐ」では、共同・連携実施を「つなぐ」ためのツー

ルと考えている。学校事務職員同士や学校間の連携以外にも校内における教職員との連携、地教委

との連携、地域や外部団体との連携等をスムーズに行うために、今までの共同・連携実施の成果を

生かし、さらに新しい「つなぐ」形を模索し、構築していく必要がある。 

 

（５）こんなことができそうだ！ 

 

① 情報の共有 

・学校事務職員同士でフォローし合うことにより、誤りを防ぐことができる。直接的に事務量

が減るわけではないが、事務の正確性を高めるという点で効果がある。（相互支援） 

・高額のため学校ごとの購入が難しい備品や一時的に多くの数量を必要とする備品の情報を共

有化することにより学校間での貸し借りができ、予算の節約と教育効果を上げるという点で

効果がある。（学校間の相互支援、財務部門の強化） 

・事務引継書による前任者と後任者との情報共有により、学校事務職員自身の業務はもとより

学校運営を円滑に進めることができる。 

・学校事務職員と未配置校の教頭が情報を共有することで問題解決や事務処理の効率化、正確

性が高まる。 

・行政情報システムに情報やデータを蓄積することにより、必要に応じて閲覧したり利用した

りできる。（サポート・相互支援） 

 

② 研修・サポート 

・事例紹介や演習等を含めた事例研修により、勤務校で経験しない事務処理について知識とし

て蓄積し、発生した時に対処できる。 

・学校事務機能を適正化することで機能を安定させ、金銭的事故や事務の遅滞・遺漏などの事

故防止につなげることができる。 

情報の共有・情報交換 

（対話・連携） 

→ 研修・サポート（個別支援） 

 

→ 相互支援 

↓ ↓ 

改善要望･提言 

 

→ 

学校財務部門の強化 

（財務事務の効率化・学校運営に必要な 

予算の確保・カリキュラム経営参画・ 

保護者負担軽減） 

 

共同・連携実施 
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・共同・連携実施や支部事務研の研修を通じて、新採用者や地区外からの若い転入者等、経験

の浅い学校事務職員に対して経験を積んでいる世代が支援する。また、情報交換や共有は相

互支援にもなり得ると考える。 

・予算や給与・福利等、教職員をサポートする資料を作成し提供することにより事務の円滑な

執行に役立てることができる。 

 

③ 相互支援 

情報の共有やマニュアル作成等、学校事務職員間の相互支援により以下のような事務のシステ

ム化等が図られ、自校の学校運営に重要な役割を果たすことができる。 

・会計事務等の効率化 → 教員の多忙化解消、子どもと向き合う時間の確保 

・給与事務等の適切な処理 → 追給・返納事務手続きの減少、教員の生活の安定 

・適切な物品管理、文書管理 → スムーズな教育課程の実施、生きる力の育成 

・就学援助事務 → 学校教育としての学びの機会の保障 

 

④ 公的な共同・連携実施組織を生かす －要望や提言－ 

・各校の個々の問題点を持ち寄りグループ内で情報交換することにより、実は共通する問題で

あると分かることがある。そのような課題への対策を検討し地教委等の機関へ要望や提言を

する際、共同・連携実施を生かすことで成果が得られる。 

・共同・連携実施を最大限に生かすためには、地教委と連携し協働していくことが大変重要に

なる。グループ長や基幹校校長を通じてグループが地教委と連携し、常日頃から必要な情報

のやりとりをすることで、さらにその効果が高まる。 

 

⑤ 学校財務部門の強化 

・地教委との連携による市町の事務（公費予算等）の標準化・統一化が図られる。 

・公費私費の予算執行を通じて総合的視野で教育目標を支えることができる。 

・教員との対話や連携による会計面からのカリキュラム経営への参画と、保護者負担軽減へ向

けた取り組みが行える。 

 

９ おわりに 

私たちは、教育現場の多忙化・業務の多岐化だけでなく、学校の統廃合や児童数減少に伴う学校事

務職員未配置校の増加と学校事務職員の減少、退職等による大規模な世代交代等にも対応していかな

ければならない。今回の研究をとおして、これからの伊達地区の共同・連携実施の方向性が見えてき

たと同時に、学校運営における学校事務職員のあり方について、管理職からは期待される役割とその

重要性を、会員からは自分たちが認識している果たすべき役割と同時に悩みを知ることができた。今

後、共同・連携実施に関して共通の認識を持つことによって、校内においては教職員との連携が、校

外においては学校間、家庭や地域、行政等との連携が図られ、学校事務が機能的に推進されると考え

る。学校の主役である子どもたちの学びが望ましい形で実現に近づくよう、これからも実践をとおし

て研究を継続していく必要がある。また、世代間のつながりという点で若い学校事務職員にスムーズ

にバトンタッチできるよう、経験年数に関係なく共に考え「つながる」ことによって、広い意味での

システム作りを進めながら、若い力に期待したいと思う。 


